
江東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調

整に関する条例施行規則  

昭和 54 年 3 月 24 日  

規則第 7 号  

 

(趣旨 ) 

第 １条  この規則は、江東区中高層建築物の建築に

係る紛争の予防と調整に関する条例 (昭和 ５３年 １２

月江東区条例第３３号 。以下 「条例 」という。)の施

行について必要な事項を定めるものとする。 

(用語 ) 

第 ２条  この規則で使用する用語は、条例で使用する

用語の例による。 

(標識の設置 ) 

第 ３条  条例第 ５条第 １項の規定による標識の設置

は、建築計画のお知らせ（別記第 １号様式 ）により

行 うものとする。 

(標識の設置場所 ) 

第 ４条  標識は、建築敷地の道路に接する部分 (建

築敷地が２以上の道路に接するときは、それぞれの

道路に接する部分 )に、地面から標識の下端までの

高さがおおむね１メートルとなるよう設置しなければな

らない。 

(標識の設置期間 ) 

第 ５条  延べ面積が３，０００平方 メートルを超え、かつ、

高さが２０メートルを超える中高層建築物に係る標

識の設置期間は、次の各号のいずれかに掲げる手

続 (２以上の手続を行う場合は、最初の手続 )をしよ

うとする日の遅くとも９０日前から建築基準法 (昭和 ２

５年法律第２０１号 。以下 「法 」という。)第 ７条第 １項

に規定する完了検査の申請若しくは法第 １８条第 １

４項に規定する工事完了の通知をした日又は法第

７条の２第 ４項に規定する工事が完了した日までの

間とする。 

(1 )法第 ６条第 １項に規定する確認の申請  

(2 )法第 ６条の２第 １項に規定する確認を受けるた

めの書類の提出  

(3 )法第 １８条第 ２項に規定する計画の通知  

(4 )法第４４条第１項第３号、第５７条第１項、第６８条の３第１

項から第３項まで若しくは第７項、第６８条の４第１項、第６

８条の５の５第１項若しくは第２項、第６８条の５の６第１項、

第８６条第１項若しくは第２項、第８６条の２第１項又は第８

６条の８第１項若しくは第３項に規定する認定の申請 

(5 )法第４３条第１項ただし書、第４４条第１項第２号若しくは

第４号、第４７条ただし書、第４８条第１項から第１３項まで

の各項ただし書(法第８７条第２項又は第３項において準

用する場合を含む。)、第５１条ただし書(法第８７条第２項

又は第３項において準用する場合を含む。)、第５２条第１

０項、第１１項若しくは第１４項、第５３条第４項若しくは第５

項第３号、第５６条の２第１項ただし書、第５９条第１項第３

号若しくは第４項、第５９条の２第１項、第６０条の２第１項

第３号、第６８条の３第４項、第６８条の５の３第２項、第６８

条の７第５項、第８５条第５項、第８６条第３項若しくは第４

項又は第８６条の２第２項若しくは第３項に規定する許可

の申請 

(6 )法第 ５８条に規定する高度地区に関する都市計

画で定められた特例許可の申請  

(7 )江東区特別工業地区における建築の制限等に

関する条例 (平成 ７年 １２月江東区条例第４２号 )

第 ４条ただし書に規定する許可の申請  

(8 )江東区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例 (平成 １０年江東区条例第５３

号 )第 １８条第 １項に規定する許可の申請  

(9 )東京都建築安全条例(昭和２５年東京都条例第８９号)第

２条第３項、第３条第１項ただし書、第４条第３項、第１０条

第３号、第１０条の２第１項ただし書、第１０条の３ただし書、

第１７条第３号、第２２条ただし書、第２４条ただし書、第３２

条ただし書、第４１条第１項ただし書、第５２条又は第７３

条の２０に規定する認定の申請 

(10 )高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律(平成１８年法律第９１号)第１７条第１項(同法第１８条

第２項において準用する場合を含む。)に規定する計画の

認定の申請 

(11)高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関す

る条例（平成１５年東京都条例第１５５号）第１４条の規定

による認定の申請 

(12 )建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成７年法律

第１２３号)第８条第１項(同法第９条第２項において準用す

る場合を含む。)に規定する計画の認定の申請 

２ 前項に規定する中高層建築物以外の延べ面積

が１，０００平方 メートルを超え、かつ、高さが１５メート

ルを超える中高層建築物に係る標識の設置期間は、

前項各号のいずれかに掲げる手続 (２以上の手続を

行 う場合は、最初の手続 )をしようとする日の遅くとも

３０日前から法第 ７条第 １項に規定する完了検査の

申請若しくは法第 １８条第 １４項に規定する工事完

了の通知をした日又は法第７条の２第 ４項に規定す

る工事が完了した日までの間とする。 

３ 前 ２項に規定する中高層建築物以外の中高層建

築物に係る標識の設置期間は、第 １項各号のいず

れかに掲げる手続 (２以上の手続を行 う場合は、最

初の手続 )をしようとする日の遅くとも１５日前から法

第 ７条第 １項に規定する完了検査の申請若しくは

法第 １８条第 １４項に規定する工事の完了の通知を

した日又は法第７条の２第 ４項に規定する工事が完

了した日までの間とする。 

(標識の設置方法等 ) 

第 ６条  建築主は、風雨等のため容易に破損し、又

は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載

事項がその期間中不鮮明にならないように標識を

維持管理しなければならない。 

(標識の記載事項の変更 ) 

第 ７条  建築主は、建築に係る計画を変更したときは、

速やかに標識の当該記載事項を訂正しなければな

らない。 

(標識の設置届 ) 

第 ８条  建築主は、条例第５条第 ２項に規定する届

出をしようとするときは、標識設置届 （別記第 ２号様

式 ）により区長に届け出なければならない。 

(説明会等の開催 ) 

第 ９条  建築主は、条例第６条第 １項に規定する説

明会を開催しようとするときは、開催日の５日前まで

に、日時及び場所を掲示等の方法により近隣関係

住民に周知させなければならない。 



２ 条例第 ６条第 １項に規定する建築に係る計画の

内容について説明すべき事項は、次の各号に掲げ

るものとする。 

(1 )中高層建築物の敷地の形態及び規模、敷地内

における中高層建築物の位置並びに付近の建

築物の位置の概要  

(2 )中高層建築物の規模、構造及び用途  

(3 )中高層建築物の工期、工法及び作業方法等  

(4 )中高層建築物の工事による危害の防止策  

(5 )中高層建築物の建築に伴って生ずる周辺の生

活環境に及ぼす著しい影響及びその対策  

(説明会等の報告 ) 

第 １０条  区長は、条例第６条第 ２項の規定により説

明会等の内容について報告を求めようとするときは、

説明会等報告書提出要求書 （別記第３号様式 ）に

より建築主に通知するものとする。 

２ 建築主は、前項に規定する報告を求められたとき

は、説明会等報告書 （別記第 ４号様式 ）により区長

に報告しなければならない。 

(紛争調整の申出 ) 

第 １１条  建築主又は近隣関係住民は、条例第 ７条

第 １項又は第２項の規定により紛争の調整の申出

をしようとするときは、紛争調整申出書 （別記第 ５号

様式 ）により区長に申し出なければならない。 

(あっせんの開始 ) 

第 １２条  区長は、条例第７条第 １項又は第 ２項の規

定によりあっせんを行 うことを決定したときは、あっせ

ん開始通知書 （別記第 ６号様式 ）により当事者に通

知するものとする。 

(あっせんの打切り) 

第 １３条  区長は、条例第８条の規定によりあっせんを

打ち切ったときは、あっせん打切通知書 （別記第 ７

号様式 ）により当事者に通知するものとする。 

(調停移行の勧告等 ) 

第 １４条  区長は、条例第９条第 １項の規定により調

停への移行を勧告しようとするときは、調停移行勧

告書 （別記第８号様式 ）により当事者に通知するも

のとする。 

２  当 事者は、前項に規定する勧告を受諾したときは、

調停移行勧告受諾書 （別記第 ９号様式 ）により区

長に届け出なければならない。 

(調停の開始 ) 

第 １５条  区長は、条例第９条第 ２項又は第 ３項の規

定により調停を行 うことを決定したときは、調停開始

通知書 （別記第 １０号様式 ）により当事者に通知す

るものとする。 

(調停案の受諾勧告 ) 

第 １６条  区長は、条例第９条第 ４項に規定する調停

案の受諾を勧告しようとするときは、調停案受諾勧

告書 （別記第１１号様式 ）により当事者に通知する

ものとする。 

２  当 事者は、前項に規定する勧告を受諾したときは、

調停案受諾書 （別記第 １２号様式 ）により区長に届

け出なければならない。 

(調停の打切り) 

第 １７条  区長は、条例第１０条第 １項の規定により調

停を打ち切ったとき又は同条第２項の規定により調

停が打ち切られたときは、調停打切通知書 （別記第

１３号様式 ）により当事者に通知するものとする。 

(調停委員会の庶務 ) 

第 １８条  調停委員会の庶務は、都市整備部建築調

整課において処理する。 

(手続の非公開 ) 

第 １９条  あっせん又は調停の手続は、公開しない。 

(代表当事者の選定 ) 

第 ２０条  区長は、あっせん又は調停のため必要があ

ると認めるときは、当事者の中からあっせん又は調

停の手続における当事者となる 1 人又は数人 (次項

において「代表当事者 」という。)を選定するよう求め

ることができる。 

2 当事者は、前項の規定により代表当事者を選定し

たときは、書面をもって区長に届け出なければならな

い。 

(出頭の求め) 

第 ２１条  区長は、条例第１２条の規定により当事者

の出頭を求め、その意見を聴こうとするときは、出頭

要求書 （別記第 １４号様式 ）により当事者に通知す

るものとする。 

(関係図書の提出の求め) 

第 ２２条  区長は、条例第１３条の規定により関係図

書の提出を求めようとするときは、関係図書提出要

求書 （別記第１５号様式 ）により当事者に通知する

ものとする。 

(工事着手の延期等の要請 ) 

第 ２３条  区長は、条例第１４条の規定により工事の

着手の延期又は工事の停止を要請しようとするとき

は、工事着手延期 ・停止要請書 （別記第１６号様

式 ）により建築主に通知するものとする。 

(公表 ) 

第 ２４条  条例第 １５条の規定による公表は、江東区

報に登載する等の方法により行 う。 

附  則  抄  

１ この規則は、昭和 ５４年 ３月 ２４日から施行する。 

附  則 (中間省略 ) 

附  則 (平成 １３年規則第１１号 )抄  

(施行期日 ) 

１ この規則は、平成 １３年 ４月 １日から施行する。 

附  則 (平成 １３年規則第５０号 ) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附  則 (平成 １５年規則第１号 ) 

(施行期日 ) 

１ この規則は、平成 １５年 ４月 １日から施行する。ただ

し、第 ５条第１項の改正規定 (各号列記以外の部

分を除く。)は、公布の日から施行する。 

(経過措置 ) 

２ この規則による改正後の第５条第 １項各号列記以

外の部分の規定は、平成１５年 ７月 １日以後に同

項各号のいずれかに掲げる手続をしようとする場合

について適用し、同日前に同項各号のいずれかに

掲げる手続をしようとする場合については、なお従

前の例による。 

附  則 (平成 １６年規則第６３号 ) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附  則 (平成 １９年規則第８０号 ) 

この規則は、公布の日から施行する。 


